
�
�

目

次

�
�

（
※
は
、
県
例
規
集
登
載
事
項
）

告

示
○
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
の
認
定
（
丹

南
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
公
有
水
面
埋
立
の
埋
立
権
譲
渡
の
許
可
（

水
産
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
漁
船
保
険
義
務
加
入
の
同
意
成
立
の
届
出

（
同
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐

に
よ
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伐
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二
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縦
覧
（
二
件
）
（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
三

○
平
成
十
九
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資

格
試
験
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の
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の
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課
）
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…
…
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会
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※
福
井
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交
通
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の
一
部
を

改
正
す
る
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則
（
運
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免
許
課
）
…
…
…
…
五

告

示

福
井
県
告
示
第
３
９
５
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
３
９
年
厚
生

省
令
第
８
号
）
第
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

消
防
法
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
８
６
号
）
第
２
条

第
９
項
の
救
急
業
務
に
係
る
医
療
機
関
を
認
定
し
た

の
で
、
同
令
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
区
分
救
急
診
療
所

２
名
称
土
川
整
形
外
科
医
院

３
所
在
地
越
前
市
常
久
町
８
－
１

４
認
定
年
月
日

平
成
１
９
年
５
月
１
８
日

５
認
定
の
有
効
期
間
平
成
１
９
年
５
月
２
５
日

平
成
２
２
年
５
月
２
４
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
３
９
６
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
１
０
年
法
律
第
５
７
号

）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
有
水
面
埋

立
の
埋
立
権
譲
渡
を
許
可
し
た
の
で
、
同
令
第
２
４

条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
事
件
の
要
領
を
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
許
可
の
日

平
成
１
９
年
５
月
２
４
日

２
申
請
者
の
住
所
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

譲
渡
人

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
０
の
１

福
井
市
長
坂
川
優

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
の
１

漁
港
管
理
者
福
井
県
知
事
西
川
一
誠

譲
受
人

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
の
１

道
路
管
理
者
福
井
県
知
事
西
川
一
誠

３
譲
渡
の
理
由

道
路
改
良
工
事
（
地
域
連
携
推
進
（
国
道
）
）

に
よ
る
国
道
３
０
５
号
・
越
廼
バ
イ
パ
ス
建
設

の
為

４
譲
渡
面
積

漁
港
管
理
者
福
井
県
知
事
よ
り
道
路
管
理
者

福
井
県
知
事
へ
１
１
２
．
５
３
平
方
メ
ー
ト

ル福
井
市
長
か
ら
道
路
管
理
者
福
井
県
知
事
へ

５
，
５
３
７
．
３
０
平
方
メ
ー
ト
ル

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
３
９
７
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
８

号
）
第
１
１
２
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第

１
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と

認
め
た
の
で
、
同
法
第
１
１
２
条
の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

若
狭
三
方
加
入
区

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
３
９
８
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
２
６
年
政
令
第
２
７
６
号

）
第
４
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
１
９

年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採

に
つ
き
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）

第
３
４
条
第
１
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限

度
（
第
２
次
分
）
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
３
９
９
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１
９
年

５
月
２
１
日
付
け
で
高
浜
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公

告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
０
０
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
４
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１
９
年

５
月
２
１
日
付
け
で
高
浜
土
地
改
良
区
の
新
た
な
事

業
（
高
浜
地
区
維
持
管
理
事
業
）
の
施
行
を
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
１
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
０
１
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変

更
し
た
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県

上
記
代
表
者
福
井
県
知
事
西
川

一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類

小
浜
上
中
都
市
計
画
道
路
１
．
４
．
１
号
若

狭
縦
貫
自
動
車
道

２
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

�
変
更
す
る
部
分

小
浜
市
和
久
里
４
４
号
鎧
田
、
４
５
号
上
縄

手
お
よ
び
４
６
号
茶
ノ
木
な
ら
び
に
木
崎
２
８

号
茶
屋
前
、
２
９
号
山
ノ
下
、
３
０
号
江
田
、

３
３
号
五
反
田
、
３
４
号
馬
淵
、
３
５
号
島
田

お
よ
び
４
４
号
木
崎
山
の
各
一
部

３
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
場
所

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
福
井
市
か

ら
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

ワ
イ
プ
ラ
ザ
福
井
南
店

福
井
市
羽
水
２
丁
目
８
０
２
番
他
９
筆

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ヤ
ス
サ
キ

代
表
取
締
役
社
長
安
崎
政
士

福
井
市
松
城
町
１
２
０
１
番
１
番
地
１

３
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

な
し

４
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
場
所

�
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振

興
課

�
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
０
番
１
号

福
井
市
商
工
労
働
部
マ
ー
ケ
ッ
ト
戦
略
室

５
聴
取
し
た
意
見
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き

る
時
間
帯

�
縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
１
月
間

�
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
３
０
分
ま

で

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

龍
ケ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
３
月
１
５
日

皆
伐
面
積
の
限
度

（
単
位
：
ha)

６９６
．００

９
．２２

０
．９２

５４
．９２

５１７
．５２

１９
．８４

０
．８８

８４
．５４

１
，９５２
．４４

１５７
．００

５
．３２

１６０
．７６

４３６
．０８

２１
．２６

０
．９４

２６
．５２

７４５
．５９

９
．７４

０
．８１

３
．４４

１
，６４８
．１３

２３
．２５

１７
．３４

９２
．６０

保
安
林
の
種
類

水
源
か
ん
養
保
安
林

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

干
害
防
備
保
安
林

保
健
保
安
林

水
源
か
ん
養
保
安
林

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

干
害
防
備
保
安
林

保
健
保
安
林

水
源
か
ん
養
保
安
林

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

干
害
防
備
保
安
林

保
健
保
安
林

水
源
か
ん
養
保
安
林

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

干
害
防
備
保
安
林

保
健
保
安
林

水
源
か
ん
養
保
安
林

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

干
害
防
備
保
安
林

保
健
保
安
林

水
源
か
ん
養
保
安
林

土
砂
流
出
防
備
保
安
林

干
害
防
備
保
安
林

保
健
保
安
林

単
位
区
域
名

坂
井
地
区

福
井
地
区

大
野
地
区

足
羽
川
上
流

日
野
川

若
狭
地
区

森
林

計
画
区

越
前

若
狭

民
有
保
安
林
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に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

監
事
加
藤

勉
越
前
市
村
国
３
丁
目
‐６‐１８

〃
北
畑
藤
助
越
前
市
馬
上
免
町
６‐１０

〃
宇
野
啓
治
朗

越
前
市
押
田
町
２
丁
目
７‐１５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
３
月
２

３
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
竹
原
幸
記
越
前
市
安
養
寺
町
９０‐２４

〃
鶴
野
章
平
越
前
市
安
養
寺
町
８８‐５

〃
樟

久
一
越
前
市
安
養
寺
町
２９‐４

〃
西
田
正
滋
越
前
市
安
養
寺
町
３８‐１７

〃
上
野

博
越
前
市
安
養
寺
町
１１３‐８

〃
嶋
田

亨
越
前
市
安
養
寺
町
３７‐９

〃
笹
木
主
一
郎
越
前
市
安
養
寺
町
９０‐２１

〃
酒
井
正
信
越
前
市
安
養
寺
町
８９‐２

〃
竹
下
真
一
越
前
市
安
養
寺
町
８５‐２５

〃
小
山
弥
三
郎
越
前
市
安
養
寺
町
９４‐１３

〃
横
山
一
衛
越
前
市
安
養
寺
町
８２‐１７

監
事
稲
場

茂
越
前
市
安
養
寺
町
３７‐１９

〃
上
野
直
之
越
前
市
安
養
寺
町
１１２‐１２

〃
表
利
右
エ
門
越
前
市
安
養
寺
町
２７‐１４

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

龍
ケ
淵
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和

２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
３
月
１
６
日

に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

監
事
畠
中

孝
越
前
市
村
国
３
丁
目
３‐２

〃
田
畑
周
市

越
前
市
国
高
３
丁
目
１０‐２６‐４

〃
上
木
勝
雄
越
前
市
高
木
町
５４‐１０

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
３
月
２

４
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
竹
原
幸
記
越
前
市
安
養
寺
町
９０‐２４

〃
鶴
野
章
平
越
前
市
安
養
寺
町
８８‐５

〃
西
田
正
滋
越
前
市
安
養
寺
町
３８‐１７

〃
笹
木
主
一
郎
越
前
市
安
養
寺
町
９０‐２１

〃
上
野

博
越
前
市
安
養
寺
町
１１３‐８

〃
嶋
田

亨
越
前
市
安
養
寺
町
３７‐９

〃
樟

久
一
越
前
市
安
養
寺
町
２９‐４

〃
酒
井
正
信
越
前
市
安
養
寺
町
８９‐２

〃
竹
下
真
一
越
前
市
安
養
寺
町
８５‐２５

〃
横
山
一
衛
越
前
市
安
養
寺
町
８２‐１７

〃
笹
木
一
雄
越
前
市
安
養
寺
町
８７‐９

監
事
稲
場

茂
越
前
市
安
養
寺
町
３７‐１９

〃
上
野
直
之
越
前
市
安
養
寺
町
１１２‐１２

〃
奥
田
博
一
越
前
市
安
養
寺
町
１１６‐２６

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
わ
ら
市
長
か

ら
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

�
種
類

地
域
地
区
（
用
途
地
域
）

�
名
称

嶺
北
北
部
都
市
計
画
用
途
地
域

２
縦
覧
場
所

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
わ
ら
市
長
か

ら
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

�
種
類

都
市
施
設
（
道
路
）

�
名
称

嶺
北
北
部
都
市
計
画
道
路
７
．
５
．
８
号

薬
師
通
り
線

２
縦
覧
場
所

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

平
成
１
９
年
度
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験

の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
７

６
号
）
第
１
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
福
井

県
知
事
の
委
任
に
係
る
平
成
１
９
年
度
宅
地
建
物
取

引
主
任
者
資
格
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機

構
理
事
長
三
澤

眞

１
試
験
の
日
時

平
成
１
９
年
１
０
月
２
１
日
（
日
）
午
後
１
時

か
ら
午
後
３
時
ま
で

た
だ
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
１
６
条
第
３

項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受

け
た
者
が
行
う
講
習
を
受
講
し
修
了
試
験
に
合
格

し
た
者
で
、
試
験
の
一
部
免
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
第
１
０
条

の
５
第
６
号
に
い
う
登
録
講
習
修
了
者
。
以
下
「

登
録
講
習
修
了
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
午

後
１
時
１
０
分
か
ら
午
後
３
時
ま
で

２
試
験
の
場
所

受
験
申
込
み
受
付
の
際
、
指
定
す
る
。

３
試
験
の
内
容

�
お
お
む
ね
次
の
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

ア
土
地
の
形
質
、
地
積
、
地
目
お
よ
び
種
別

な
ら
び
に
建
物
の
形
質
、
構
造
お
よ
び
種
別

に
関
す
る
こ
と
。

イ
土
地
お
よ
び
建
物
に
つ
い
て
の
権
利
お
よ

び
権
利
の
変
動
に
関
す
る
法
令
に
関
す
る
こ

と
。

ウ
土
地
お
よ
び
建
物
に
つ
い
て
の
法
令
上
の

制
限
に
関
す
る
こ
と
。

エ
宅
地
お
よ
び
建
物
に
つ
い
て
の
税
に
関
す

る
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

オ
宅
地
お
よ
び
建
物
の
需
給
に
関
す
る
法
令

お
よ
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

カ
宅
地
お
よ
び
建
物
の
価
格
の
評
定
に
関
す

る
こ
と
。

キ
宅
地
建
物
取
引
業
法
お
よ
び
同
法
の
関
係

法
令
に
関
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
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前
記
ア
と
オ
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
問
題
を

免
除
す
る
。

�
出
題
法
令
の
適
用
期
日

平
成
１
９
年
４
月
１
日
現
在
施
行
さ
れ
て
い

る
法
令

４
試
験
の
方
法
お
よ
び
出
題
数

�
４
肢
択
一
式
の
筆
記
試
験
に
よ
り
行
う
。

�
５
０
問

た
だ
し
、
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、

４
５
問
と
す
る
。

５
受
験
資
格

年
齢
、
性
別
、
学
歴
等
に
関
係
な
く
、
だ
れ
で

も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
受
験
申
込
み

�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み

ア
試
験
案
内
の
掲
載

�
掲
載
期
間

平
成
１
９
年
７
月
２
日
（
月
）
か
ら
平

成
１
９
年
７
月
１
７
日
（
火
）
ま
で

�
掲
載
場
所

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http
://w
w
w
.retio.or.jp

）

イ
申
込
期
間

平
成
１
９
年
７
月
２
日
（
月
）
午
前
９
時

３
０
分
か
ら
平
成
１
９
年
７
月
１
７
日
（
火

）
午
後
９
時
５
９
分
ま
で

ウ
申
込
方
法

�
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
http
://w
w
w
.retio.or.jp

）
に
ア
ク
セ
ス
し
、
受
験
申
込
画
面
に
お

い
て
必
要
な
事
項
（
登
録
講
習
修
了
者
に

つ
い
て
は
、
登
録
講
習
修
了
者
証
明
書
（

登
録
講
習
修
了
試
験
合
格
年
月
日
が
試
験

実
施
日
前
３
年
以
内
の
も
の
）
に
記
載
さ

れ
て
い
る
登
録
講
習
機
関
の
登
録
番
号
及

び
修
了
番
号
を
含
む
）
を
入
力
す
る
。

�
写
真
フ
ァ
イ
ル
（
平
成
１
９
年
４
月
１

日
以
降
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
正

面
向
き
、
無
背
景
の
も
の
で
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形

式
の
も
の
）
を
添
付
す
る
。

エ
受
験
手
数
料

７
，
０
０
０
円

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
が

指
定
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
り
又
は

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
よ
り
納
入
す
る
（

事
務
手
数
料
は
、
本
人
負
担
）
。

�
郵
送
に
よ
る
申
込
み

ア
試
験
案
内
及
び
受
験
申
込
書
の
配
布

�
配
布
期
間

平
成
１
９
年
７
月
２
日
（
月
）
か
ら
平

成
１
９
年
７
月
３
１
日
（
火
）
ま
で
。
た

だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
お
よ
び
休
日
は

除
く
。

�
配
布
場
所

社
団
法
人
福
井
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

会
本
部
（
福
井
市
宝
永
４
‐
４
‐
３
）
お
よ

び
各
支
部

イ
申
込
期
間

平
成
１
９
年
７
月
２
日
（
月
）
か
ら
平
成

１
９
年
７
月
３
１
日
（
火
）
ま
で
の
日
付
け

の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

ウ
提
出
書
類

�
受
験
申
込
書
（
受
験
手
数
料
納
入
済
を

証
す
る
郵
便
振
替
払
込
受
付
証
明
書
を
は

っ
た
も
の
）

�
写
真
１
葉
（
平
成
１
９
年
４
月
１
日

以
降
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
無
帽
、
正
面

向
き
、
無
背
景
で
縦
４
．
５
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
か
ら
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
、
横

３
．
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
５
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
大
き
さ
の
も
の
）

�
登
録
講
習
修
了
者
に
つ
い
て
は
、
前
記

ア
と
イ
に
加
え
て
登
録
講
習
修
了
者
証
明

書
（
登
録
講
習
修
了
試
験
合
格
年
月
日
が

試
験
実
施
日
前
３
年
以
内
の
も
の
）

エ
受
験
手
数
料

７
，
０
０
０
円

受
験
申
込
み
前
に
、
所
定
の
郵
便
振
替
用

紙
に
よ
り
、
郵
便
局
ま
た
は
財
団
法
人
不
動

産
適
正
取
引
推
進
機
構
が
指
定
す
る
銀
行
預

金
口
座
に
払
い
込
む
（
払
込
手
数
料
は
、
本

人
負
担
）
。

オ
郵
送
先

社
団
法
人
福
井
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

あ
て
、
簡
易
書
留
郵
便
又
は
配
達
記
録
郵
便

で
申
し
込
む
こ
と
。

７
合
格
発
表

�
発
表
の
期
日

平
成
１
９
年
１
２
月
５
日
（
水
）

�
発
表
の
方
法

申
込
書
配
布
場
所
お
よ
び
県
庁
に
合
格
者
一

覧
表
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
本
人
へ
の
合
格

証
書
の
送
付
に
よ
り
行
う
。

８
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

社
団
法
人
福
井
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
福
井

市
宝
永
４
‐
４
‐
３
福
井
県
不
動
産
会
館
（
郵
便

番
号
９
１
０
‐
０
０
０
４
）

電
話
０
７
７
６
‐
２
４
‐
０
６
８
０

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

お
お
い
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
３
月
１
８

日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
盛
下
孝
徳
お
お
い
町
安
川
４‐１４

〃
山
口
征
雄

〃
佐
畑
３‐１５

〃
中
川
忠
彦

〃
鹿
野
３０‐１１

〃
福
井
正
三

〃
笹
谷
６‐２１

〃
松
井
正
憲

〃
広
岡
６‐７

〃
国
久
勇

〃
父
子
３３‐１５‐１

〃
武
永
武
雄

〃
野
尻
１９‐１３‐１

〃
小
林
敏
行

〃
山
田
９‐２

〃
赤
井
正
雄

〃
本
郷
１０９‐１

〃
猿
橋
秀
一

〃
本
郷
１２３‐２７

〃
永
谷
隆
幸

〃
本
郷
１４１‐１６

〃
小
原
道
孝

〃
岡
田
８‐１０

〃
時
岡
淳
之

〃
尾
内
３５‐１１

〃
寺
澤
繁
夫

〃
大
島
９４‐４７

〃
中
間
松
壽

〃
大
島
２８‐１０

〃
荒
木
照
男

〃
本
郷
１１２‐２７‐１

〃
小
原
篤

〃
岡
田
５‐６・１０

合
併

〃
中
谷
寅
雄

〃
大
島
１１０‐１３

監
事
田
中
源
一

〃
神
崎
１８‐２３

〃
永
谷
幾
男

〃
本
郷
１２１‐４

〃
後

征
一
郎

〃
大
島
５７‐２６

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

三
宅
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２

４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
３
月
３
１
日
に

役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
池
田
邦
夫

若
狭
町
熊
川
３４‐２６

〃
池
上
勉

〃
新
道
４２‐９

〃
田
辺
詠
喜

〃
関
６７‐９‐１

〃
�
馬
卓
雄

〃
仮
屋
４０‐９

〃
山
本
久
高

〃
仮
屋
３３‐１５

〃
上
村
作
左
衛
門
〃
三
宅
４３‐７

〃
玉
井
祐
夫

〃
三
宅
５８‐４

〃
福
永
久
美
夫

〃
三
宅
６６‐８

〃
水
江
正
一

〃
市
場
１１‐２３‐２

〃
松
宮
寛

〃
井
ノ
口
４４‐１３‐２
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〃
井
ノ
口
清
隆

〃
井
ノ
口
３３‐４

〃
三
木
宏
明

〃
天
徳
寺
３５‐９

〃
河
原
義
市

〃
天
徳
寺
３５‐２７

〃
橋
本
誠
一

〃
神
谷
２５‐３４

〃
田
中
孝
雄

〃
神
谷
２９‐１０

〃
塚
本
悟
史

〃
仮
屋
３９‐１０

監
事
橋
詰
藤
治

〃
三
宅
５９‐１３‐１

〃
川
端
茂
夫

〃
日
笠
７２‐１３

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

お
お
い
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
３
月
１
８

日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
盛
下
孝
徳
お
お
い
町
安
川
４‐１４

〃
山
口
征
雄

〃
佐
畑
３‐１５

〃
中
川
忠
彦

〃
鹿
野
３０‐１１

〃
下
防
義
雄

〃
岡
安
１１‐１１

〃
松
井
正
憲

〃
広
岡
６‐７

〃
国
久
勇

〃
父
子
３３‐１５‐１

〃
浦
松
一
廣

〃
野
尻
１７‐１３

〃
小
林
敏
行

〃
山
田
９‐２

〃
赤
井
正
雄

〃
本
郷
１０９‐１

〃
猿
橋
秀
一

〃
本
郷
１２３‐２７

〃
永
谷
隆
幸

〃
本
郷
１４１‐１６

〃
小
原
好
一

〃
岡
田
５‐２９

〃
時
岡
淳
之

〃
尾
内
３５‐１１

〃
寺
澤
繁
夫

〃
大
島
９４‐４７

〃
中
間
松
壽

〃
大
島
２８‐１０

〃
福
井
明
美

〃
笹
谷
４０‐３０

〃
小
原
篤

〃
岡
田
５‐６・１０

合
併

〃
庄
司
庫
雄

〃
大
島
５６‐１０

監
事
杉
谷
義
次

〃
石
山
１５‐６

〃
永
谷
幾
男

〃
本
郷
１２１‐４

〃
後

征
一
郎

〃
大
島
５７‐２６

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

三
宅
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２

４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
４
月
１
日
に
役

員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
竹
下
清
太
郎
若
狭
町
熊
川
３７‐１０

〃
池
上
浩
幸

〃
新
道
４４‐３

〃
田
辺
詠
喜

〃
関
６７‐９‐１

〃
�
馬
卓
雄

〃
仮
屋
４０‐９

〃
塚
本
稔

〃
仮
屋
３５‐９

〃
辻

与
志
雄

〃
三
宅
６６‐３３

〃
玉
井
哲
夫

〃
三
宅
５９‐２５

〃
玉
井
実

〃
三
宅
６３‐５

〃
玉
井
茂
博

〃
市
場
１５‐２

〃
松
宮
寛

〃
井
ノ
口
４４‐１３‐２

〃
井
ノ
口
清
隆

〃
井
ノ
口
３３‐４

〃
三
木
宏
明

〃
天
徳
寺
３５‐９

〃
河
原
義
市

〃
天
徳
寺
３５‐２７

〃
橋
本
誠
一

〃
神
谷
２５‐３４

〃
田
中
孝
雄

〃
神
谷
２９‐１０

〃
楯

茂
樹

〃
仮
屋
３４‐１１

監
事
橋
詰
藤
治

〃
三
宅
５９‐１３‐１

〃
藤
谷
有
市

〃
日
笠
７‐１５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
６
月
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数

量

福
井
県
警
察
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
サ
ー
バ
装
置

等
機
器
賃
貸
借
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

福
井
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１
９
年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
リ
ー
ス
株
式
会
社
福
井
営
業
所

福
井
県
福
井
市
大
手
２
丁
目
７
番
１
５
号

５
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

６
３
，
７
７
６
，
５
０
６
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令

第
３
７
２
号
）
第
１
０
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当

す
る
た
め

公
安
委
員
会
規
則

福
井
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
一
日

福
井
県
公
安
委
員
会

委
員
長

松
浦

正
則

福
井
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

福
井
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

福
井
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
三
年

福
井
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
三
中
「
大
型
自
動
車
」
の
下
に
「
、
中

型
自
動
車
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
十
二
号
中
「
大
型
自
動
車
」
の
下
に

「
、
中
型
自
動
車
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
七
十
四
条
の
二
第
五
項

」
を
「
第
七
十
四
条
の
三
第
五
項
」
に
、
「
安
全
運

転
管
理
者
等
選
任
（
解
任
）
届
出
書
（
別
記
様
式
第

九
号
）
二
通
」
を
「
安
全
運
転
管
理
者
に
あ
つ
て
は

安
全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
届
出
書
（
様
式
第
九
号

）
二
通
を
、
副
安
全
運
転
管
理
者
に
あ
つ
て
は
副
安

全
運
転
管
理
者
に
関
す
る
届
出
書
（
様
式
第
九
号
の

二
）
二
通
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
七
十
四
条
の
二
第
五
項
前
段
」

を
「
第
七
十
四
条
の
三
第
五
項
前
段
」
に
、
「
別
記

様
式
第
九
号
の
二
」
を
「
様
式
第
九
号
の
三
」
に
、

「
別
記
様
式
第
九
号
の
三
」
を
「
様
式
第
九
号
の
四

」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
第
七
十
四
条
の
二
第
六
項
」
を
「

第
七
十
四
条
の
三
第
六
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
九

号
の
四
」
を
「
様
式
第
九
号
の
五
」
に
、
「
安
全
運

転
管
理
者
等
解
任
命
令
書
（
様
式
第
九
号
の
五
）
」

を
「
安
全
運
転
管
理
者
等
解
任
命
令
書
（
様
式
第
九

号
の
六
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
大
型
車
講
習

等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
」
を
「

規
定
す
る
」
に
、
「
普
通
車
講
習
」
を
「
大
型
車
講

習
等
」
に
、
「
普
通
車
講
習
受
講
申
請
書
」
を
「
大

型
車
（
中
型
車
・
普
通
車
）
講
習
受
講
申
請
書
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
普
通
車
講
習
」
を
「
大
型

車
講
習
等
」
に
、
「
普
通
車
講
習
受
講
申
請
書
」
を

「
大
型
車
（
中
型
車
・
普
通
車
）
講
習
受
講
申
請
書

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
普
通
車
講
習
」
を
「

大
型
車
講
習
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
大
型
二
輪
車

講
習
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
」

を
「
規
定
す
る
」
に
、
「
大
型
二
輪
車
講
習
」
を
「

大
型
二
輪
車
講
習
等
」
に
、
「
大
型
二
輪
車
講
習
受

講
申
請
書
」
を
「
大
型
二
輪
車
（
普
通
二
輪
車
）
講
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習
受
講
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
大
型

二
輪
車
講
習
」
を
「
大
型
二
輪
車
講
習
等
」
に
、
「

大
型
二
輪
車
講
習
受
講
申
請
書
」
を
「
大
型
二
輪
車

（
普
通
二
輪
車
）
講
習
受
講
申
請
書
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
大
型
二
輪
車
講
習
」
を
「
大
型
二
輪

車
講
習
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
四
お
よ
び
第
三
十
四
条
の
五
を
削

る
。第

三
十
四
条
の
六
第
一
項
中
「
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
百
八
条
の
二
第
一

項
第
六
号
に
規
定
す
る
」
に
、
「
様
式
第
二
十
一
号

の
六
」
を
「
様
式
第
二
十
一
号
の
四
」
に
改
め
、
同

条
を
第
三
十
四
条
の
四
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二

条
を
加
え
る
。

（
旅
客
車
講
習
）

第
三
十
四
条
の
五

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
七

号
に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

旅
客
車
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
旅
客
車
講
習
受
講
申
請
書
（
様
式
第
二
十

一
号
の
五
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

第
三
十
三
条
の
二
を
第
二
項
の
規
定
は
、
旅
客

車
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
取
消
処
分

者
講
習
受
講
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
旅
客
車

講
習
受
講
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。
３

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

に
よ
り
旅
客
車
講
習
を
受
け
さ
せ
る
と
き
は
、
当

該
旅
客
車
講
習
の
日
時
お
よ
び
場
所
を
指
定
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

（
応
急
救
護
処
置
講
習
）

第
三
十
四
条
の
六

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
八

号
に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

応
急
救
護
処
置
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
応
急
救
護
処
置
講
習
受
講
申
請
書

（
様
式
第
二
十
一
号
の
六
）
を
公
安
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
応
急
救

護
処
置
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
取
消

処
分
者
講
習
受
講
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
応

急
救
護
処
置
講
習
受
講
申
請
書
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

に
よ
り
応
急
救
護
処
置
講
習
を
受
け
さ
せ
る
と
き

は
、
当
該
応
急
救
護
処
置
講
習
の
日
時
お
よ
び
場

所
を
指
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
十
二
を
削
る
。

第
三
十
四
条
の
十
三
中
「
掲
げ
る
」
を
「
規
定
す

る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
の
十
二
と
す
る

。
附
則
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
を
削
り
、
附
則
第
四

条
を
附
則
第
二
条
と
す
る
。

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
九
号
の
五
中
「第

７
４
条
の
２
第
６
項

」

を
「第

７
４
条
の
３
第
６
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を

様
式
第
九
号
の
六
と
す
る
。

様
式
第
九
号
の
四
中
「第

７
４
条
の
２
第
６
項

」

を
「第

７
４
条
の
３
第
６
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を

様
式
第
九
号
の
五
と
す
る
。

様
式
第
九
号
の
三
裏
中
「第

７
４
条
の
２
第
４
項

」
を
「第

７
４
条
の
３
第
４
項

」
に
改
め
、
同
様
式

を
様
式
第
九
号
の
四
と
す
る
。

様
式
第
九
号
の
二
裏
中
「第

７
４
条
の
２
第
１
項

」
を
「第

７
４
条
の
３
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式

を
様
式
第
九
号
の
三
と
す
る
。

様
式
第
九
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
十
四
号
の
三
中

様
式
第
十
九
号
の
二
中

種類種類

「

を
」

に
改
め
る
。

「

」

福 井 県 報 第１８４１号平成１９年６月１日（金）7



様
式
第
二
十
号
中

様
式
第
二
十
一
号
の
二
お
よ
び
様
式
二
十
一
号
の

三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

けん引二

大特二

普通二

大型二

けん引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

大型

けん引二

大特二

普通二

中型二

大型二

けん引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

中型

大型

仮
免普通

大型

第
二
種
免
許

けん引

大特

普通

大型

第
一
種
免
許

けん引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

大型

仮
免普通

中型

大型

第
二
種
免
許けん引

大特

普通

中型

大型

第
一
種
免
許

けん引

原付

小特

普自二

大自二

大特

普通

中型

大型 「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

を

「

」
に
改
め
る
。

「

」
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様
式
第
二
十
一
号
の
四
お
よ
び
様
式
第
二
十
一
号

の
五
を
削
る
。

様
式
第
二
十
一
号
の
六
中
「
（第

３
４
条
の
６
関

係

）
」
を
「
（第
３
４
条
の
４
関
係

）
」
に
改
め
、

同
様
式
を
様
式
第
二
十
一
号
の
四
と
し
、
同
様
式
の

次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
二
十
一
号
の
七
中

様
式
第
二
十
一
号
の
十
中

改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
の
十
一
中

改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
の
十
二
を
削
る
。

様
式
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
３
６
号
削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
六
月
二
日
か
ら
施
行

す
る
。

普
通

・
自
二

・
原
付

・
普
通

・
大
自
二

・
普
自
二

・
原
付

大型

中型

大型

大型二

中型二

大型二

大型

中型

大型

大型二

中型二

大型二

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

を
「

に

を
「

に
、
「

「

」

」

」

」

を
「

に

を
「

に
、
「

「

」

」

」

」
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平
成
十
九
年
六
月
一
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
九
年
六
月
一
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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